
川西市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

（目 的）

第１条 この要綱は、川西市補助金等交付規則（平成１６年川西市規則第４０号。以下

「規則」という。）に定めがあるものを除くほか、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第３５条第４項の規定により認可を受けた保育所及び同法第３４条の１５第

２項の規定により認可を受けた家庭的保育事業等を実施する施設（以下、あわせて

「保育所等」という。）並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項で規定する認定こども

園のうち、川西市教育委員会（以下「委員会」という。）が認めた保育所等及び認定

こども園に対し、日常的に医療的ケアが必要な児童（以下「医療的ケア児」という）

を受け入れるための体制整備を図るため、医療的ケアを行う看護師又は保健師（以下

「看護師等」という）の配置等に要する経費の一部を補助することに関し、必要な事

項を定めるものとする。

（補助対象の事業者）

第２条 補助の対象となる事業者は、医療的ケア児の受入れを行い、「川西市学校園所に

おける医療的ケア実施に関するガイドライン」に基づき、看護師等を配置し、医療的ケ

アを実施する保育所等及び認定こども園とする。

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、看護師等の配置を行う保育所等及び認定こども園に年額５，２９

０千円とし、２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等及び認定こども

園において、看護師等を複数配置している場合、５，２９０千円を加算する。

（交付申請）

第４条 規則第４条第５号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用契約書、労働条件通知書等の看護師等の配置が確認できる書類の写し及び免許

証（保健師助産師看護師法第 12条第 5項に基づき交付を受けた保健師免許証又は看護
師免許証をいう。）の写し

（実績報告）

第５条 規則第１４条第１項第２号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるも

のとする。

(1) 看護師等の賃金台帳又は勤務実態を証明する書類の写し

（2） 医療的ケアの実施にかかる経費の支払いが確認できる書類の写し
（補 則）

第６条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。


